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今
年
も
防
災
に
関
す
る
一
定
の

知
識
と
技
術
を
有
す
る
人
材
を
育

成
す
る
「
地
域
の
防
災
サ
ポ
ー
タ

ー
養
成
講
座
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
日
程
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
、

全
３
講
座
を
終
了
し
た
方
に
つ
い

て
『
防
災
サ
ポ
ー
タ
ー
』
と
し
て

認
定
証
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

第
Ⅰ
講
座（
座
学
講
座
）

　
高
知
大
学
農
学
部
大
年
邦
夫
教

授
に
よ
る
講
演
な
ど

日
時
　
２
月
１
日（
日
）

　
　
　
午
前
９
時

３０
分
〜
正
午

場
所
　
幡
多
青
少
年
の
家

第
Ⅱ
講
座（
救
命
講
習
）

※
ど
ち
ら
か
の
日
程
を
選
択
受
講

日
時
　
２
月

１４
日（
土
）

　
　
　
午
前
９
時
〜
正
午
　
 

場
所
　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

日
時
　
２
月

１５
日（
日
）

　
　
　
午
前
９
時
〜
正
午

場
所
　
黒
潮
消
防
署

第
Ⅲ
講
座（
座
学
・
実
技
）

　
防
災
気
象
講
習
・
防
災
資
機
材

展
示
・
非
常
食
の
試
食
・
消
火
訓

練
・
煙
体
験
な
ど

日
時
　
３
月
１
日（
日
）

　
　
　
午
前

１０
時
〜
午
後
３
時

場
所
　
幡
多
青
少
年
の
家

申
込
み
期
限
　
１
月

２０
日（
火
）

　
定
員
は

３０
名
程
度
の
予
定
で
す
。

防
災
に
興
味
の
あ
る
方
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁
総
務
課
 

消
防
防
災
係

蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所
総
務
課
　

総
務
係

蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

　
出
産
や
病
気
な
ど
で
保
育
所
職

員
が
業
務
を
で
き
な
く
な
っ
た
時

の
代
替
な
ど
の
た
め
、
町
内
保
育

所
で
働
く
希
望
が
あ
る
方
の
登
録

を
随
時
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

●
臨
時
保
育
士
・
臨
時
調
理
員

資
格保

育
士
や
調
理
師
の
資
格
の
あ

る
方

勤
務
時
間

　
月
曜
日
〜
金
曜
日

　
午
前
７
時

３０
分
〜
午
後
６
時

　
土
曜
日

　
午
前
７
時

３０
分
〜
午
後
１
時

※
各
保
育
所
に
よ
り
勤
務
時
間
・

勤
務
形
態
が
異
な
り
ま
す
。

申
し
込
み

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
、
資
格

証
明
書
（
写
し
）
を
本
庁
総
務

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
パ
ー
ト（
朝
夕
他
の
保
育
所
業
務
）

資
格町

内
に
住
所
を
登
録
し
て
い
る
方

勤
務
時
間

　
月
曜
日
〜
金
曜
日

　
午
前
７
時

３０
分
〜
午
後
６
時
　

　
土
曜
日

　
午
前
７
時

３０
分
〜
午
後
６
時

※
各
保
育
所
に
よ
り
勤
務
時
間
・

勤
務
形
態
が
異
な
り
ま
す
。

申
し
込
み

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
、
保
育

士
や
調
理
師
の
資
格
の
あ
る
方

は
資
格
証
明
書
（
写
し
）
を
本

庁
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
・
登
録
先

　
本
庁
総
務
課 

行
政
人
事
係

蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
平
成

２１
年
度
お
よ
び
平
成

２２
年

度
に
発
注
す
る
「
建
設
工
事
」、「
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
」、「
物
品
製
造（
購
入
）・
役
務

の
提
供
等
」
の
一
般
競
争
入
札
（
指

名
競
争
入
札
）
に
参
加
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
次
に
よ
り
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
お
よ
び
提
出
先

　
大
方
庁
舎
総
務
課
ま
で
書
類
を

お
持
ち
込
み
い
た
だ
く
か
郵
送
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
〒
７
８
９
―
１
９
９
２

　
黒
潮
町
入
野
２
０
１
９
―
１

　
黒
潮
町
役
場
大
方
庁
舎
本
庁
総
務
課

申
請
期
限

　
２
月

２８
日（
土
）当
日
消
印
有
効

申
請
書
類
お
よ
び
提
出
書
類

　
申
請
手
続
き
を
さ
れ
る
工
事
な

ど
で
様
式
や
提
出
書
類
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
黒
潮
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

総
務
課 

総
務
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課 

総
務
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

 
な
ぜ
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人

に
就
労
の
支
援
を
す
る
の
か
、
不

思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
を
排

除
す
る
ば
か
り
で
は
、
安
全
・
安

心
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が

社
会
に
帰
っ
て
来
た
と
き
、
そ
の

更
生
の
決
意
を
支
え
、
立
ち
直
れ

る
よ
う
援
助
し
、
健
全
な
社
会
の

一
員
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 
特
に
職
に
就
き
、
責
任
の
あ
る

社
会
生
活
を
営
む
こ
と
は
、
立
ち

直
り
に
向
け
た
大
き
な
は
じ
め
の

一
歩
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
次

の
事
項
に
協
力
可
能
な
事
業
者
の

方
を
「
協
力
雇
用
主
」
と
し
て
保

護
観
察
所
に
登
録
し
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
登
録
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
事
業
所
見
学
会
の
受
け
入
れ

・
職
業
体
験
講
習
の
受
け
入
れ

・
刑
務
所
等
出
所
者
や
保
護
観
察

対
象
者
な
ど
の
雇
用

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
保
護
観
察
所 

就
労
支
援
担
当
官

 
蕁
０
８
８
―
８
７
３
―
５
１
１
８

募
 

集

地
域
の
防
災
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座
参
加
者
募
集

臨
時
保
育
士
・
臨
時
調
理
員
の

登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

を
受
付
し
て
い
ま
す
。

高
知
保
護
観
察
所
か
ら
の
お
願
い

刑
務
所
等
出
所
者
や
保
護
観
察
対

象
者
な
ど
を
雇
用
し
、
立
ち
直
り

を
助
け
る
「
協
力
雇
用
主
」
を
募

集
し
て
い
ま
す


